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法令及び定款に基づくインターネット開示事項 

  

  

第11期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで） 

  

  ①事業報告の「会社の新株予約権等に関する事項」 

  ②事業報告の「会社の体制及び方針」 

  ③連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」 

  ④連結計算書類の「連結注記表」 

  ⑤計算書類の「株主資本等変動計算書」 

  ⑥計算書類の「個別注記表」 

  

株式会社ウチヤマホールディングス 

  

 

上記の事項は、法令および当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト

（http://www.uchiyama-gr.jp/）に掲載することにより、株主の皆様に提供しているものであります。 
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  会社の新株予約権等に関する事項（平成29年３月31日現在） 

該当事項はありません。 
 

 会社の体制及び方針 

(１) 業務の適正を確保するための体制 

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて「内部統制システムの

整備に関する基本方針」を定める決議を行っております。その概要は以下のとおりです。 

①当社及び当社子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制 

コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とし、社外弁護士も参加

する「コンプライアンス委員会」を設置する。 

コンプライアンスの推進については、「コンプライアンス規程・コンプライアンスマ

ニュアル」により、役員及び従業員等それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題

としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じて指導する。 

内部監査室は、代表取締役社長の直轄で、各部門の業務の有効性・効率性の評価を中

心とした業務監査を行っている。内部監査室は、当該活動状況を代表取締役社長に報告

するとともに取締役会及び監査役会ならびに被監査部門へ報告する。 

また総務部内に内部通報の相談窓口を設け、内部通報制度の整備と充実を図る。 

取締役による職務執行及び経営の監督機能強化のため、当社は独立性の高い社外取締

役の選任を継続的に行う。 

   ②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 

取締役の意思決定及び報告など職務執行に係る情報は、法令・社内規程に基づき、文

書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理を行う。取締役及び監査役は常時こ

れらの文書等を閲覧できる。 

また、情報の管理については、個人情報保護に関する基本方針を定めており、情報セ

キュリティに関するガイドラインについては一層の充実を図ることとする。 
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   ③当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制 

コンプライアンス、環境、災害及び情報セキュリティ等に係るリスクについては、そ

れぞれの部門にて、規制・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布

等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務部が行うものと

する。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取

締役を定めて対応する。 

業務執行に係るリスク管理及びその対応については内部監査室が監査を行うものとし、

その結果の報告を代表取締役社長に行うとともに、取締役会及び監査役会に報告する。

その他の全社的なリスク管理及びその対応についてはコンプライアンス委員会が統制し、

取締役会に報告を実施していく。 

   ④当社及び当社子会社の取締役の職務執行の効率性を確保するための体制 

定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の

監督等を行う。取締役会は取締役、従業員が共有する全社的な目標を定める。業務担当

取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び効率的な達成方法を定め業務を

執行する。取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことで全社的な業務

の効率化を実現するシステムを構築する。 

業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を立案

し、全社的な目標を設定する。各部門においては、その達成目標に向け具体策を立案、

実行する。   

   ⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

グループのセグメント別の事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、

リスク管理体制を構築する権限と責任を与え、当社はこれを横断的に推進し、管理する。 

また、関係会社に対しては、原則としてその事業に関連する当社の事業を担当する取

締役を取締役として派遣し、関係会社の経営陣と密接な連携を保ちつつ機動的運営を図

る。 

当社は子会社の経営概況及びその他の重要な情報について、月一回開催する当社取締

役会において報告することを求める。 

子会社の事業運営に関する特に重要な事項の決定については当社の承認を必要とし、

取締役会において決議する。 

当社の監査役及び内部監査室は、子会社の業務の適正性について調査する。 

なお、これら関係会社の経営については、「関係会社管理規程」の定めに従い行うも

のとする。 
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   ⑥財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制 

当社及び子会社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、

全社レベルならびに業務プロセスレベルの統制活動を強化し、有効かつ正当な評価が出

来るよう内部統制システムを構築し、適切な運用に努めることにより、財務報告の信頼

性と適正性を確保するものとする。 

⑦監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事

項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の

実効性の確保に関する事項 

現在、監査役の職務を補助すべき従業員はいないが、監査役会からの要請があった場

合には、必要に応じて、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その

人事については、取締役と監査役の意見交換を経て決定する。 

監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役、内部

監査室長等の指揮命令を受けないものとする。 

またその補助者の人事異動及び人事評価等については、監査役会の意見・意向を事前

に聴取の上、取り運ぶものとする。 

⑧当社及び当社子会社の取締役等及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査

役への報告に関する体制 

監査役は取締役会に出席し、取締役から業務執行の状況その他重要な事項の報告を受

けるほか、その他重要な会議に出席するものとする。 

取締役または従業員は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グルー

プに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況及びその内容をすみやかに報告する

体制を整備する。また、当該報告を行った報告者に対して不利益となる取り扱いを行う

ことを禁じる。 

報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役会との

協議により決定する。 

   ⑨その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制 

取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、

法令に従い、直ちに監査役に報告する。 

また、常勤監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取

締役会やコンプライアンス委員会などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書

その他業務執行する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明

を求めることとする。 

監査役の職務を執行する上で必要な費用は請求により速やかに支払うものとする。 
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   ⑩反社会的勢力への対応 

当社グループは、反社会的な団体・個人とは一切の関わりを持たず、企業の社会にお

ける公共性を強く認識し、ルールを守り、健全な事業活動を行うことを旨とする。また、

不当な要求等が発生した際には、顧問弁護士や所轄の警察署に速やかに連絡・相談を行

い、各署と連携して適切な措置を講じていく。 

 

  (２) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

   ①内部統制システム全般 

当社及び子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部統制評価チー

ムと内部監査室がモニタリングし、改善を進めております。 

     ②コンプライアンス 

当社は、「コンプライアンス委員会」を毎月開催し各部門における法令遵守状況を確

認するとともに指導の方針を決定しております。加えて、各部門の責任者で構成する

「コンプライアンス推進会」も毎月開催しており、「コンプライアンス委員会」での決

定事項の伝達やコンプライアンス全般についての指導を行っております。 

また、総務部内に内部通報の相談窓口を設け、顧問弁護士を外部の相談窓口とするこ

とで、コンプライアンスの実効性向上に努めております。 

     ③リスク管理体制 

各部門及び子会社から報告されたリスクに対し、日々幹部会議において内容の確認と

対応策の検討を行うとともに、再発防止のための取組みについて協議し、指示通達書や

経営戦略会議等を通じて伝達を行っております。 

     ④取締役の職務の執行 

当事業年度において取締役会を18回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執

行状況の監督等を行っております。また、目標の進捗状況を確認し、改善を促すなどし

て、業務の効率化に努めております。 

   ⑤監査役の職務の執行 

当事業年度において監査役会を14回開催しております。また、監査役会において定め

た監査計画に基づき監査を実施するとともに、当社代表取締役社長、他の取締役及び会

計監査人、内部監査室との間で情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内

部統制の整備ならびに運用状況を確認しております。また、常勤監査役は月例会議等の

重要な会議に出席し、業務執行の状況を把握することで監査の実効性の確保を図ってお

ります。 
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   ⑥内部監査 

内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社及び子会社の国内全拠点の内部監

査を実施しております。 

 

 (３) 株式会社の支配に関する基本方針 

当社は、「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針」に

つきましては、特に定めておりません。 

 

(４) 剰余金の配当等の決定に関する方針 

当社は、株主の皆様への利益還元については、経営の重要課題であると位置付け、有料老

人ホーム、カラオケ・飲食事業等の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、安定し

た配当を継続して実施していくことに努めていく所存であります。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりま

す。 

これら剰余金の配当の決定機関は期末配当については株主総会、中間配当については取締

役会であります。 

当期末の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり５円とし、中間配当（注）を

含めた年間配当金につきましては10円とさせていただく予定であります。 

  
（注） 当社は当期におきまして、当社普通株式１株当たり５円の中間配当を行っております。 
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連結株主資本等変動計算書 
 

        

        

( 平成28 年 ４ 月 １ 日から ) 平成29 年 ３ 月 31 日まで 
（単位：千円） 

 
株   主   資   本 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 2,222,935 2,676,892 11,213,028 △815,511 15,297,345 

当期変動額      

剰余金の配当   △196,485  △196,485 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

  59,987  59,987 

自己株式の取得    △350,496 △350,496 

連結子会社株式の取得による持
分の増減 

 △10,609   △10,609 

株主資本以外の項目の 
当期変動額 (純額) 

     

当期変動額合計 - △10,609 △136,498 △350,496 △497,604 

当期末残高 2,222,935 2,666,282 11,076,529 △1,166,007 14,799,740 

  
   （単位：千円） 

 
その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券 
評 価 差 額 金 

為 替 換 算 
調 整 勘 定 

その他の包括利益 
累 計 額 合 計 

当期首残高 △13,186 650 △12,536 946 15,285,755 

当期変動額      

剰余金の配当     △196,485 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 

    59,987 

自己株式の取得     △350,496 

連結子会社株式の取得による
持分の増減 

    △10,609 

株主資本以外の項目の 
当期変動額 (純額) 

7,371 321 7,693 △946 6,747 

当期変動額合計 7,371 321 7,693 △946 △490,857 

当期末残高 △5,814 972 △4,842 - 14,794,897 
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連 結 注 記 表 

 

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 

 （１）連結の範囲に関する事項 

 連結子会社の数 ４社 
 

   主要な連結子会社の名称 株式会社さわやか倶楽部 

株式会社ボナー 

Bonheure(Thailand)Co.,Ltd. 

KANTEKlYA(THAILAND)CO.,LTD. 

 

 （２）会計方針に関する事項 

  ① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

   ア．その他有価証券 

時価のあるもの…………… 当連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 

時価のないもの…………… 移動平均法による原価法を採用しております。 

   イ．たな卸資産 

商品及び貯蔵品…………… 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採

用しております。 
 

販売用不動産……………… 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。 
 

ウ. デリバティブ……………… 時価法を採用しております。 

  ② 重要な固定資産の減価償却の方法 

   ア．有形固定資産（リース資産を除く） 

     定率法を採用しております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した当社及び株式会社ボナーの建物（建物附属設備を除く）及び株式会社さわやか倶

楽部の建物並びに平成28年４月１日以降に取得した株式会社ボナーの建物附属設備、構築物及び株式会社さわやか倶楽部の

構築物については定額法を採用しております。 

     なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 ２～50年 

工具、器具及び備品 ２～15年 

   イ．無形固定資産（リース資産を除く） 

     定額法を採用しております。 

     なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。 

   ウ．リース資産 

     所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が平成20年３月31日

以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
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  ③ 重要な引当金の計上基準 

ア． 貸倒引当金…………………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

イ． 賞与引当金…………………… 従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち、当連結会計年度に負担すべ

き額を計上しております。 
 

ウ． ポイント引当金……………… 連結子会社の１社は、販売促進を目的とするポイント制度に基づき、顧客に付与したポイ

ントの利用に備えるため、当連結会計年度末において将来使用されると見込まれる金額に

原価率を乗じた額を計上しております。 

エ． 株主優待引当金……………… 株主優待制度に基づき発生すると見込まれる費用を合理的に算出し、計上しております。 

 

 （３）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法…………… 金利スワップについては、適用要件を満たすため、特例処理を採用しております。 

 
② ヘッジ手段とヘッジ対象…… 当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。 

  ヘッジ手段･･･金利スワップ取引 

  ヘッジ対象･･･借入金利息 
 

③ ヘッジ方針…………………… リスク管理方針に基づき、金利変動リスクを低減することを目的としており、投機的な取引は

行わない方針であります。 
 

④ ヘッジの有効性評価の方法… 特例処理の適用要件を満たしており、金利スワップについては、有効性の評価を省略しており

ます。 

 

 （４）その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 ………… 税抜方式を採用しております。 

ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産の「その他(長期前払費用)」に

計上し、５年間で均等償却しております。 

 

２．会計方針の変更に関する注記 

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用) 

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平

成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定

率法から定額法に変更しております。 

 この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ26,347千円増加しております。 

 

３．追加情報 

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用) 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当連結会計年度から適

用しております。 
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４．連結貸借対照表に関する注記 

 （１）担保に供している資産及び担保に係る債務 

  ① 担保に供している資産 

現金及び預金 130,199千円 

販売用不動産 652,000千円 

建物及び構築物 4,474,842千円 

土地 2,727,953千円 

  計 7,984,995千円 

  ② 担保に係る債務 

短期借入金 705,600千円 

１年内返済予定の長期借入金 1,005,820千円 

流動負債(その他) 1,780千円 

長期借入金 5,333,680千円 

固定負債(その他) 19,667千円 

  計 7,066,547千円 

 

（２）有形固定資産の減価償却累計額 9,489,285千円 

  

 （３）有形固定資産の減損損失累計額 

減損損失累計額は、減価償却累計額に含めております。 

  

５．連結損益計算書に関する注記 

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 
減損損失 

(千円) 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部成増店 

(東京都板橋区) 
20,917 

カラオケ店舗 建物及び構築物 
コロッケ倶楽部東池袋店 

(東京都豊島区) 
268 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部浜松町店 

（東京都港区） 
110,277 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部新橋本店 

（東京都港区） 
77,588 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部三重津店 

(三重県津市) 
56,221 
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カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部滋賀草津店 

(滋賀県草津市) 
575 

カラオケ店舗 有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部姫路店 

(兵庫県姫路市) 
1,038 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部加古川店 

(兵庫県加古川市) 
63,175 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部広島えびす通り店 

（広島県広島市） 
17,508 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部霧ヶ丘店 

（福岡県北九州市） 
29,310 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部小倉東インター店 

（福岡県北九州市） 
8,134 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部高須店 

（福岡県北九州市） 
15,203 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部西新本店 

（福岡県福岡市） 
57,302 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部筑紫野店 

（福岡県筑紫野市） 
9,159 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部伊万里店 

（佐賀県伊万里市） 
13,020 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部長崎本店 

（長崎県長崎市） 
87,048 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部長崎浜店 

（長崎県長崎市） 
65,769 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部大分駅前店 

（大分県大分市） 
43,891 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部宮崎清武店 

（宮崎県宮崎市） 
25,069 
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カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部都城店 

（宮崎県都城市） 
33,759 

カラオケ店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
コロッケ倶楽部おもろまち店 

（沖縄県那覇市） 
26,709 

飲食店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
かんてきや堺町店 

(福岡県北九州市) 
15,666 

飲食店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
小倉再生酒場 

(福岡県北九州市) 
3,214 

飲食店舗 
建物及び構築物、土地、 

有形固定資産（その他） 

月の庭 

(福岡県北九州市) 
62,537 

飲食店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
博多再生酒場 

(福岡県福岡市) 
12,381 

飲食店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
ふっくら天神店 

(福岡県福岡市) 
8,097 

飲食店舗 建物及び構築物、有形固定資産（その他） 
ぶながや 

(沖縄県那覇市) 
15,778 

賃貸店舗 建物及び構築物、土地 福岡県北九州市 16,658 

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗、賃貸用不動産及び介護施設を基本単位とした資産の

グルーピングを行っております。 

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである、もしくは閉店を決定した資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失(896,281千円)として特別損失に計上しております。 

その種類ごとの内訳は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 714,546千円 

土地 67,724千円 

有形固定資産（その他） 114,009千円 

合計 896,281千円 

なお、回収可能価額は正味売却価額または使用価値により算定しております。正味売却価額は、主に固定資産税評価額等を基

に合理的な調整を加え算定しております。また、使用価値は、将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるもの

は回収可能価額を零として評価し、それ以外については将来キャッシュ・フローを3.49％で割引いて算定しております。  
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６．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

 （１）発行済株式に関する事項 
 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 21,618,800 ― ― 21,618,800 

  

 （２）配当に関する事項 

  ① 配当金支払額 
 

決   議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 
１株当たり 
配当額(円) 

基 準 日 効力発生日 

平成28年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 99,830 5.00 平成28年３月31日 平成28年６月30日 

平成28年11月11日 
取締役会 

普通株式 96,655 5.00 平成28年９月30日 平成28年12月５日 

 

  ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

ア． 配当金の総額 96,655千円 

イ． １株当たり配当額 5.00円 

ウ． 基準日 平成29年３月31日 

エ． 効力発生日 平成29年６月28日 

   なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。 

 

  

 （３）自己株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 1,652,676 635,100 ― 2,287,776 

 (増加事由の概要） 

  平成27年11月19日の取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加 635,100株 
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７．金融商品に関する注記 

 （１）金融商品の状況に関する事項 

  ① 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については主に銀行等金融機関からの借り

入れによっております。デリバティブ取引は、金利変動リスクを回避する目的で利用し、投機的な取引は行わない方針であり

ます。 

  ② 金融商品の内容及びそのリスク 

有価証券及び投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。 

敷金及び保証金は、主に施設及び店舗の敷金と保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。 

借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、一部の借入金は金利変動リスクに対するヘッジを目的と

して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を図っております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

「（３）重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。 

  ③ 金融商品に係るリスク管理体制 

   ア．信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理 

敷金及び保証金に係る差入先の信用リスクは、取引開始時に信用判定を行うとともに、契約更新時その他適宜契約先の信用

状況の把握に努めております。 

   イ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

有価証券及び投資有価証券については、四半期ごとに時価を把握し、その運用状況の管理を行っております。また、借入金

に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。デリバティブ取引については「財務

取引に関するリスク管理要領」に従い、実需の範囲で行うものとしております。 

   ウ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

当社グループは担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。 

  ④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出された価額が含まれております。

当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動するこ

とがあります。 
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 （２）金融商品の時価等に関する事項 

平成29年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、時価を把握することが困難と認められるものは含まれておりません。（（注)２.参照） 

（単位：千円） 
 

 連結貸借対照表計上額 時価 差額 

（１）現金及び預金 9,249,929 9,249,929 ― 

（２）有価証券及び投資有価証券    

   その他有価証券 496,615 496,615 ― 

資産計 9,746,544 9,746,544 ― 

（１）短期借入金 844,600 844,600  ― 

（２）長期借入金(１年内返済予定の 
   長期借入金を含む） 9,741,999 9,748,389 6,389 

負債計 10,586,599 10,592,989 6,389 
 

  (注)１．金融商品の時価の算定方法 

資 産 
  

    （１）現金及び預金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

    （２）有価証券及び投資有価証券 

有価証券及び投資有価証券の時価につきましては、取引所の価格によっております。 

負 債 
  

    （１）短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

    （２）長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっ

ていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利による

ものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

金利スワップ取引の特例処理の対象とされた長期借入金は、当該金利スワップ取引と一体として処理された元利金の合計

額を、同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。 

  

     ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 
 

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式（※１） 2,000 

敷金及び保証金（※２） 2,364,676 
 

（※１）非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。 

（※２）敷金及び保証金は、返還時期が確定しておらず、残存期間を特定できず、将来キャッシュ・フローが発生する時期を見積る

ことができないため、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。 
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８．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 765円34銭 

１株当たり当期純利益金額 3円10銭 

  

９．重要な後発事象に関する注記 

  該当事項はありません。 
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株主資本等変動計算書  
 

        

        

( 平成28 年 ４ 月 １ 日から ) 平成29 年 ３ 月 31 日まで 
（単位：千円） 

 

 

株   主   資   本 

資  本  金 
資  本  剰  余  金 

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

当期首残高 2,222,935 1,939,791 737,100 2,676,892 

当期変動額     

剰余金の配当     

当期純利益     

自己株式の取得     

株主資本以外の項目の 
当期変動額 (純額) 

    

当期変動額合計 - - - - 

当期末残高 2,222,935 1,939,791 737,100 2,676,892 
  

（単位：千円） 
 

 

株   主   資   本 

利  益  剰  余  金 

自己株式 
利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 20,192 543,565 563,757 △815,511 

当期変動額     

剰余金の配当  △196,485 △196,485  

当期純利益  418,530 418,530  

自己株式の取得    △350,496 

株主資本以外の項目の 
当期変動額 (純額) 

    

当期変動額合計 - 222,045 222,045 △350,496 

当期末残高 20,192 765,610 785,802 △1,166,007 
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（単位：千円） 

 

 

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等 

純資産合計 
株主資本合計 

その他有価証券 
評 価 差 額 金 

評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 4,648,074 12 12 4,648,086 

当期変動額     

剰余金の配当 △196,485   △196,485 

当期純利益 418,530   418,530 

自己株式の取得 △350,496   △350,496 

株主資本以外の項目の 
当期変動額 (純額) 

 △9 △9 △9 

当期変動額合計 △128,450 △9 △9 △128,460 

当期末残高 4,519,623 2 2 4,519,625 
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個 別 注 記 表 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

 （１）資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券の評価基準及び評価方法 

ア． 関係会社株式 ……………… 総平均法による原価法を採用しております。 

   イ．その他有価証券 

時価のあるもの ……………… 当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 

  ② 固定資産の減価償却の方法 

   ア．有形固定資産（リース資産を除く) 

     建物は、定額法を採用しております。 

     工具、器具及び備品は、定率法を採用しております。 

     なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物 ６年 

工具、器具及び備品 ３～15年 

   イ．無形固定資産（リース資産を除く) 

     定額法を採用しております。 

     なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づいております。 

  ③ 引当金の計上基準 

賞与引当金………………… 従業員に対する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき額を

計上しております。 
 

株主優待引当金…………… 株主優待制度に基づき発生すると見込まれる費用を合理的に算出し、計上しております。 

 （２）その他計算書類の作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 …………… 税抜方式を採用しております。 

  

２．表示方法の変更に関する注記 

   （損益計算書） 

前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「保険解約返戻金」は、金額的重要性が増したため、当事

業年度より、独立掲記いたしました。 

なお、前事業年度の「保険解約返戻金」は、4,857千円であります。 

  

３．追加情報 

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用) 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当事業年度から適用し

ております。 
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４．貸借対照表に関する注記 

（１）有形固定資産の減価償却累計額 28,537千円 

 

 （２）保証債務 

    関係会社の金融機関からの借入に対し、以下のとおり債務保証をしております。 

株式会社さわやか倶楽部 1,290,806千円 

株式会社ボナー 624,867千円 

      計 1,915,673千円 

 

 （３）関係会社に対する金銭債権債務（区分表示したものを除く） 

短 期 金 銭 債 務 1,479千円 

長 期 金 銭 債 務 19,352千円 
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５．損益計算書に関する注記 

   関係会社との取引高 

    営業取引による取引高 

営業収益  881,522千円 

販売費及び一般管理費  2,374千円 

    営業取引以外による取引高 

営業外収益  54,457千円 

  

６．株主資本等変動計算書に関する注記 

  当事業年度の末日における自己株式の数 

普通株式  2,287,776株 

  

７．税効果会計関係に関する注記 

    繰延税金資産の発生の主な原因の内訳 

事業税 3,407千円 

賞与引当金 1,304千円 

賞与引当金にかかる法定福利費 187千円 

繰越欠損金 2,086千円 

その他有価証券評価差額金 △1千円 

繰延税金資産(流動)合計 6,984千円 

 

繰越欠損金 1,264千円 

繰延税金資産(固定)合計 1,264千円 

 

８．リース取引関係に関する注記 

   オペレーティング・リース取引（借主側） 

    オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

１年以内 29,714千円 

１年超 59,268千円 

合計 88,983千円 

   (減損損失について) 

   リース資産に配分された減損損失はありません。 
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９．関連当事者との取引に関する注記 

    子会社等 
 

種類 
会社等の名称 
又は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

関連当事者との 
関係 

取引の内容 
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高 
(千円) 

子会社 
株式会社さわや
か倶楽部 

福岡県 
北九州市 
小倉北区 

200,800 
介護事業･
不動産事
業等 

(所有) 
直接 

100.0 

業務受託代行 
事務所賃貸契約 
資金貸付 
債務保証 

業務受託収
入 の 受 取
(注)１ 

172,222 － － 

経営指導料
の受取(注)
１ 

68,461 － － 

配当金の受
取り(注)２ 

166,664 － － 

事務所賃貸
契約(注)３ 

4,226 

前受金 380 

固定負債 
(その他) 

5,282 

資金貸付 
(注)４ 

600,000 
関係会社 
長期貸付金 

2,323,752 

受取利息 
(注)４ 

38,975 － － 

債務保証 
(注)５ 

1,290,806 － － 

子会社 株式会社ボナー 
福岡県 
北九州市 
小倉北区 

84,800 

カラオケ･ 
飲食事業･
不動産事
業等 

(所有) 
直接 

100.0 

業務受託代行 
事務所賃貸契約 
債務保証 

業務受託収
入 の 受 取
(注)１ 

172,222 － － 

経営指導料
の受取(注)
１ 

46,704 － － 

配当金の受
取り(注)２ 

255,248 － － 

事務所賃貸
契約(注)３ 

11,255 

前受金 1,013 

固定負債 
(その他) 

14,069 

債務保証 
(注)５ 

624,867 － － 

 

上記取引のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 
取引条件及び取引条件の決定方法 
（注）１．当社が受託した業務内容を勘案した上で、受託契約金額について協議の上決定しております。 

２．配当金の受取りについては、経営環境や業績動向を勘案し、合理的に決定しております。 
３．事務所賃貸借については、第三者との同等条件により決定しております。賃料については、市場相場を勘案して決定して

おります。 
４．資金貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 
５．当社は銀行借入等に対して債務保証を行っております。なお、保証料の収受はありません。  

  

１０．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 233円80銭 

１株当たり当期純利益金額 21円61銭 

  

１１．重要な後発事象に関する注記 

  該当事項はありません。 


